
【中小企業活性化資金利子補給 手続の流れ】 

 

 

瀬戸内市中小企業活性化資金利子補給制度をご利用いただくには、（１）利子補給適格認

定を受けた後に、（２）利子補給金の交付申請（年２回）をすることが必要です。 

 

 

 

（１）利子補給適格認定の申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ①申請には、金融機関の証明が必要です。 

 

 

 

（２）利子補給金の交付申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ①支払利子額の証明には手数料が必要です。 

※ 商工会会員の方は、商工会へご確認下さい。 

 

 

 

 

 

事業者 
瀬戸内市 
商工会 

瀬戸内市 

①申請 ①申請（とりまとめ） 

②審査 

③適格認定通知 

（写し） 

瀬戸内市 
瀬戸内市 
商工会 

事業者 金融機関 

③交付申請 

②支払利子証明書類の

発行 

①支払利子額証明依頼 

④審査 
⑤交付決定通知 

⑥請求 

⑦支払 

③交付申請（とりまとめ） 


